
2010 年カリフォルニア州サプライチェーンの透明性に関する法律 (SB 657) および 2015 

年英国現代奴隷法 
 
Kingston Technology Corporation およびその関連会社 (以下、「キングストン」と総称します) は、顧客が購入するキング

ストンの製品が、奴隷労働や人身売買に関する法律を順守したサプライチェーンにより調達され、製造されていることにつ

いて、顧客が懸念していることをキングストンは共有しています。そのため、キングストンは販売用に提供される有形財に

関する当社の直接サプライチェーンが当該の適用法令に準拠することを保証するための措置を講じます。2010 年のカリフ

ォルニア州サプライチェーンの透明性に関する法律 (SB 657) および 2015 年英国現代奴隷法に対応し、キングストンは以

下の行動をとりました。 

キングストンは、人身売買と奴隷制のリスクを評価し、それに対処するために、製品のサプライチェーンの検証を行ってい

ます。自己評価のアンケートがサプライヤーに直接送付され、その応答内容の評価を行っています。第三者組織による検証

は実施しておりません。 

キングストンは、サプライチェーンにおける人身売買と奴隷制に関する会社の基準にサプライヤが適合しているか評価する

ために、サプライヤの監査を実施しています。この監査は、訓練を受けた弊社の担当者によって手配され、実施されていま

す。第三者組織/独立監査人は、このプロセスには採用されていません。 

キングストンは、製品に用いられた材料が、事業を行う単数または複数の国の奴隷制度と人身売買に関する法令を遵守して

いることを証明する直接供給のサプライヤー行動規範と確認書類を送付しています。 

キングストンは、奴隷制や人身売買に関する企業の基準に適合していない社員や契約者に対する内部の説明責任の基準と手

続きを維持しています。 

サプライチェーン管理を直接担当するキングストンの従業員および管理者は、SB 657 および 2015 年英国現代奴隷法の基

礎に関するトレーニングを受講します。 

キングストン社は、責任ある企業同盟（旧・電子産業市民連合（EICC） のメンバーです)。キングストンの行動規範は、社

会問題および倫理問題に関して、強制労働、奴隷労働ならびに契約労働、および非自主的な囚人労働の利用を禁じる関連基

準である RBA 行動規範に基づきます。RBA のメンバーとして、キングストンは自社の業務を RBA の行動規範規定に斬新

的に合致させ、サプライヤーおよび協力会社の同様の行動を支援および奨励するように努めています。キングストンは、自

社の業務とサプライチェーンに RBA 行動規範を導入すべく継続的な改善アプローチに取り組むように努めています。 

 


